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名古屋市告示第 418号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  令和 3年 8月10日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

中西 功 名古屋市中川区荒子二丁目 182番地の 1 

2 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

   平野 秀樹 大府市朝日町 3丁目33番地 1 レイクプラウド 505 

3 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市港区西福田五丁目 219番、畑、556.00平方メートル 

4 設定する利用権 

(1) 種類 使用貸借権 

(2) 内容 畑として利用 

  (3) 存続期間 令和 3年10月 1日から令和 6年 9月30日まで 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積 

556.00平方メートル 

 (2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 200日、農業従事者： 1人 

 (3) 農機具の保有状況 

シャベル： 1、スコップ： 1、鎌： 1、耕うん機： 1 
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名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 419号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  令和 3年 8月10日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

石井 雅樹 名古屋市中川区八熊通四丁目63番地 クレールモリⅦ 701号 

2 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  吉田 勇雄 名古屋市港区西茶屋三丁目 127番地 

3 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市港区藤高四丁目 1番、畑、503.00平方メートル 

  名古屋市港区藤高四丁目 4番、畑、417.00平方メートル 

4 設定する利用権 

(1) 種類 賃借権 

(2) 内容 畑として利用 

  (3) 存続期間 令和 3年 8月10日から令和 6年 8月 9日まで 

 (4) 借賃  200,000円 

 (5)  (4)の支払方法 毎年 6月末日までに口座振込 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積 

0平方メートル 

 (2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 350日、農業従事者： 3人 
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 (3) 農機具の保有状況 

栽培用・培養用エアコン： 8、栽培予冷エアコン： 2、栽培用サーキュ 

レーター：16、冷蔵庫： 1 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 420号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  令和 3年 8月10日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

石井 雅樹 名古屋市中川区八熊通四丁目63番地 クレールモリⅦ 701号 

2 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  森 早苗 名古屋市港区秋葉三丁目 136番地 

3 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市港区藤高四丁目 5番、畑、308.00平方メートル 

4 設定する利用権 

(1) 種類 賃借権 

(2) 内容 畑として利用 

  (3) 存続期間 令和 3年 8月10日から令和 6年 8月 9日まで 

 (4) 借賃 10,000円 

 (5)  (4)の支払方法 毎年 6月末日までに口座振込 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積 

     0平方メートル 

(2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 350日、農業従事者： 3人 

 (3) 農機具の保有状況 
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栽培用・培養用エアコン： 8、栽培予冷エアコン： 2、栽培用サーキュ 

レーター：16、冷蔵庫： 1 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 421  号 

   特定計量器定期検査の実施 

計量法（平成 4  年法律第51 号）第19 条の規定に基づき、次のように特定計量 

器の定期検査を行います。 

令和 3 年 8 月11 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1  定期検査を行う区域 

  中区 

2  対象となる特定計量器 

  計量法第19 条に定める特定計量器のうち、非自動はかりであって、ひょう 

量が 300  キログラム未満のもの（分銅及びおもりを含む。）。ただし、ひょ 

う量 300  キログラム以上の非自動はかりを有する事業所で使用するひょう量 

300  キログラム未満のものは除きます。 

3  実施の期日及び場所 

検 査 日 検  査  場  所 

9 月14 日（火） 中生涯学習センター    （駐車場） 

9 月24日（金） 松原コミュニティセンター （会議室 1 ） 

9 月27日（月） 東生涯学習センター    （玄関前） 

10 月12日（火） 中生涯学習センター    （駐車場） 

10 月25日（月）  東生涯学習センター    （玄関前） 

ただし、特定計量器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令第70 号）第39 条 

第 2 項に基づく申請があった特定計量器の検査場所については、その所在の 

場所とします。 
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                名古屋市経済局産業労働部産業企画課 
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名古屋市告示第 422号 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定について 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を指定します。 

  令和 3年 8月12日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 1 形質変更時要届出区域に指定する土地 

名古屋市中川区清船町 2丁目 1番 3の一部、 1番 4の一部、 1番 6の一部、 

1番 7の一部、 1番 8の一部、 1番 9の一部、 1番13の一部、 1番14の一 

部、 1番15の一部及び 1番16の一部 

2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

カドミウム及びその化合物 

鉛及びその化合物 

3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

鉛及びその化合物 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 423号 

   名古屋農業振興地域整備計画の変更について 

 名古屋農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和44年法律第58号）第13条第 4項において準用する同法第12条第 

1項の規定により公告します。 

 なお、同法第13条第 4項において準用する同法第11条第 2項の規定により提

出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を、同法第13条第 4項にお

いて準用する同法第12条第 1項の規定により併せて公告します。 

 また、当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法第13条第 4項において

準用する同法第12条第 2項の規定により縦覧します。 

  令和 3年 8月13日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 農業振興地域の整備に関する法律第13条第 4項において準用する同法第11

条第 2項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結

果 

  意見書の提出なし 

2 変更後の農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

名古屋市緑政土木局都市農業課 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 424号 

   名古屋市青少年交流プラザ（分館を除く。）の臨時開館について 

 名古屋市青少年交流プラザ条例施行細則（平成19年名古屋市規則第85号）第 2 

条第 2項の規定により、次のとおり休館日に臨時に開館します。 

  令和 3年 8月13日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

1 臨時に開館する施設 

   名古屋市青少年交流プラザ（分館を除く。） 

 2 臨時に開館する日 

  令和 4年 1月11日（火） 

令和 4年 3月22日（火） 

名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 
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名古屋市選挙管理委員会告示第26 号 

名古屋市長選挙における選挙運動に関する収入及び支出の報告書 

の要旨の公表について 

 公職選挙法（昭和25 年法律第 100  号）第 192  条第 1 項の規定に基づき、令和

3 年 4 月25 日執行の名古屋市長選挙における各候補者の選挙運動に関する収入

及び支出の報告書の要旨を次のとおり公表する。 

  令和 3 年 8 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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候補者氏名 押越　清悦 所属党派 令和3年 4月11日 から

令和3年 4月28日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

押越清悦 団体理事長 1,000,000 円 120,000 円

0 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      0 円

0 円

18,980 円

691,790 円

124,410 円

550 円

16,330 円

16,353 円

21,371 円

　 その他の寄附 1 件 10,000 円

　 その他の収入 1,000,000 円

今　回　計 円 今　回　計 1,009,784 円

前　回　計 － 円 前　回　計 － 円

総　　  計 円 総　　  計 1,009,784 円

円

円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年5月7日 第 1 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 0

ポスターの作成 0

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

2,010,000

2,010,000

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 1 回分

出納責任者氏名 押越　清悦
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候補者氏名 太田　敏光 所属党派 令和3年 3月 6日 から

令和3年 4月26日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

0 円

0 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

374 円

0 円

0 円

78 円

　 その他の寄附 0 件 0 円

　 その他の収入 452 円

今　回　計 円 今　回　計 452 円

前　回　計 － 円 前　回　計 － 円

総　　  計 円 総　　  計 452 円

円

円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年4月26日 第 1 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 0

ポスターの作成 0

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

452

452

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 1 回分

出納責任者氏名 太田　敏光
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候補者氏名 河村　たかし 所属党派 令和3年 3月23日 から

令和3年 5月 7日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

村松裕子 無職 50,000 円 0 円

河村秀樹 無職 50,000 円 0 円

名古屋税理士政治連盟 政治団体 100,000 円 （選挙事務所費) 0 円

愛知県宅建政治連盟 政治団体 200,000 円 （集合会場費）      0 円

弓長千昌 会社役員 300,000 円 67,977 円

阿部力也 世田谷区議 30,000 円 32,280 円

河村修 無職 50,000 円 1,911,575 円

名古屋市医師連盟 政治団体 4,000,000 円 645,673 円

日本維新の会国会議員団 政治団体 1,000,000 円 36,960 円

松原仁 衆議院議員 30,000 円 18,460 円

吉江健太郎 会社員 50,000 円 0 円

土屋隆 医療法人理事 50,000 円 117,475 円

河村勉 無職 50,000 円

　 その他の寄附 9 件 85,000 円

　 その他の収入 500,000 円

今　回　計 円 今　回　計 2,830,400 円

前　回　計 － 円 前　回　計 － 円

総　　  計 円 総　　  計 2,830,400 円

円

円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年5月10日 第 1 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 438,900

ポスターの作成 1,049,400

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

6,545,000

6,545,000

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 1 回分

出納責任者氏名 大谷　智洋
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候補者氏名 河村　たかし 所属党派 令和3年 5月10日 から

令和3年 5月14日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

333,500 円

0 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

　 その他の寄附 0 件 0 円

　 その他の収入 0 円

今　回　計 円 今　回　計 333,500 円

前　回　計 6,545,000 円 前　回　計 2,830,400 円

総　　  計 円 総　　  計 3,163,900 円

円

円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年5月17日 第 2 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 438,900

ポスターの作成 1,049,400

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

0

6,545,000

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 2 回分

出納責任者氏名 大谷　智洋
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候補者氏名 河村　たかし 所属党派 令和3年 5月28日 から

令和3年 5月28日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

0 円

0 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      0 円

140,345 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

　 その他の寄附 0 件 0 円

　 その他の収入 0 円

今　回　計 円 今　回　計 140,345 円

前　回　計 6,545,000 円 前　回　計 3,163,900 円

総　　  計 円 総　　  計 3,304,245 円

円

円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年6月4日 第 3 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 438,900

ポスターの作成 1,049,400

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

0

6,545,000

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 3 回分

出納責任者氏名 大谷　智洋
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候補者氏名 横井　利明 所属党派 令和3年 3月14日 から

令和3年 5月 7日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

自由民主党本部 政治団体 2,000,000 円 1,071,000 円

ナゴヤが、変わる。市民の会 政治団体 5,500,000 円 52,000 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      52,000 円

236,459 円

878,258 円

2,645,888 円

1,978,534 円

820 円

420,515 円

90,420 円

377,685 円

　 その他の寄附 0 件 0 円

　 その他の収入 0 円

今　回　計 円 今　回　計 7,751,579 円

前　回　計 － 円 前　回　計 － 円

総　　  計 円 総　　  計 7,751,579 円

円

円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 1 回分

出納責任者氏名 鈴木　和夫

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

7,500,000

7,500,000

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年5月10日 第 1 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 448,000

ポスターの作成 1,194,600
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候補者氏名 横井　利明 所属党派 令和3年 5月31日 から

令和3年 6月 1日 まで

収　　入 支　　出
　 主たる寄附
(氏名・団体名) (職業) (寄附額)

0 円

0 円

（選挙事務所費) 0 円

（集合会場費）      0 円

95,532 円

0 円

330,000 円

363,792 円

0 円

0 円

0 円

880 円

　 その他の寄附 0 件 0 円

　 その他の収入 0 円

今　回　計 円 今　回　計 790,204 円

前　回　計 7,500,000 円 前　回　計 7,751,579 円

総　　  計 円 総　　  計 8,541,783 円

円

円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

 1　選挙の種類　令和3年4月25日執行　名古屋市長選挙

 2　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

   27,724,900　円    

 3　報告書の要旨

無所属
期　間 第 2 回分

出納責任者氏名 鈴木　和夫

人　件　費

家　屋　費

通　信　費

交　通　費

印　刷　費

広　告　費

文　具　費

食　料　費

休　泊　費

雑　　　費

0

7,500,000

報 告 書 受 理 年 月 日 令和3年6月4日 第 2 回 報 告 分

項　　目 金　　額

支出のうち公費負担相当額 ビラの作成 448,000

ポスターの作成 1,194,600
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   名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定公告 

 名古屋市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成12年名古屋市上下水

道局管理規程第54号）第 5条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指

定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第17条第 1号の規定により公告

する。 

  令和 3年 8月11日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

指定した指定給水装置工事事業者 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1523号 ｋｏｋｏ 

ｎｏｈｉ 

仲里 光治 名古屋市熱田区野立 

町 2丁目66番地 

令和 3年 7月21日 

第1524号 旭化成ラ 

イフライ 

ン㈱ 

須永 伸吾 愛知県日進市野方町 

東島 318番 2 

令和 3年 7月21日 

第1525号 ㈱たつみ 佐藤 充 愛知県知多市南巽が 

丘二丁目 193番地 

令和 3年 7月21日 

第1526号 東名サニ 

タリー㈱ 

横井 衞 名古屋市中川区山王 

三丁目17番 1号 

令和 3年 7月21日 

第1527号 ㈱オーエ 

ム 

太田 全哉 名古屋市港区宝神二 

丁目 403番地の 1 

令和 3年 7月21日 

第1528号 ㈱ソーラ 

ー工業 

馬飼野 守 愛知県豊橋市三ノ輪 

町字本興寺51番地の 

12 

令和 3年 7月21日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   名古屋市上下水道局指定排水設備工事店の指定公告 

 名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第61号）第 3条の規定により、次のように名古屋市上下水道局指定排

水設備工事店を指定したので、同規程第22条第 1項第 1号の規定により公告す

る。 

令和 3年 8月11日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

指定した指定排水設備工事店 

指定番号 名  称 代表者 所 在 地 指定年月日 

第1524号 旭化成ラ 

イフライ 

ン㈱ 

須永 伸吾 愛知県日進市野方町 

東島 318番 2 

令和 3年 7月21日 

第1525号 ㈱たつみ 佐藤 充 愛知県知多市南巽が 

丘二丁目 193番地 

令和 3年 7月21日 

第1527号 ㈱オーエ 

ム 

太田 全哉 名古屋市港区宝神二 

丁目 403番地の 1 

令和 3年 7月21日 

名古屋市上下水道局経営本部営業部営業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年 8月12日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  アルビス中村二瀬店 

  名古屋市中村区二瀬町26番 3の一部、26番 4、26番 5 

 2 変更した事項 

  大規模小売店舗の名称 

変更前 変更後 

アルビス中村店 アルビス中村二瀬店 

3 変更の日 

  令和 3年 7月15日 

 4 変更した理由 

    店舗名称を変更したため 

 5 届出の日 

  令和 3年 7月26日 

6 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 
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 7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年 8月12日から同年12月13日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年12月13日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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